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 事務庁舎等の建築物において消費されるエネルギーのうち，照明設備によって消費されるエ

ネルギーは多くの割合を占めており，建築物の省エネを図る上で，照明設備の省エネは必要不

可欠である．そこで，事務室において人が在席しているか不在かを検知し，調光を行うことで，

省エネを図ることができる手法（以下、在/不在制御とする）に着目して検討を行った． 
本論文では，官庁施設において在/不在制御を導入するにあたり，不在エリアを減光すること

で生じる不快感及び空間の明るさ感について考察し，それらを考慮した在/不在制御の設計手法

の提案及び，在/不在制御による省エネ効果に関する検討結果を述べる． 
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省エネルギー，建築物，政府実行計画 
 

１．はじめに 

 我が国では，消費エネルギー量の低減及び温室効果ガ

スの排出量削減を目標に，様々な施策を展開している．

「第5次エネルギー基本計画」（平成30年7月閣議決定）

では，「2020年までに国を含めた新築公共建築物等で，

2030年までに新築建築物の平均でZEB（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）を実現することを目指す．」とされ

ており，「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガス

の排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計

画」（平成28年5月閣議決定）においては，「2013年度

を基準として，政府の事務及び事業に伴い直接的及び間

接的に排出される温室効果ガスの総排出量を2030年度ま

でに40％削減することを目標とする．」とされている．

これらの計画を遵守するためには，建築物のより一層の

省エネの推進を図る必要がある． 
事務庁舎等のオフィスビルにおいて，照明設備は全体

の約25％もの消費エネルギーを占めており１）２），建築

物の省エネルギーを図る上で，照明設備の省エネは必要

不可欠である．そのため，従来より明るさセンサによる

昼光利用制御，初期照度補正制御，プログラムタイマ制

御など，様々な手法を用いて照明設備の制御を行うこと

で，省エネに寄与する取組が図られている．近年では，

在/不在制御と呼ばれる制御手法が，主に民間にて先進

的に採用されるケースが見られている． 
 

(1)事務室における照明機能について 

 事務室における照明設備の目的は，大きく分けて次の

２つが考えられる． 
 ・作業領域において対象を正しく，明瞭に見えるよう

にする（作業領域における必要照度の確保） 

・周囲の環境や状況を把握でき，適度な明るさの印象

が得られるようにする（空間の明るさ感の確保） 
上記の目的のもと，従来より官庁施設の事務室におけ

る照明設計においては，机上作業で必要とされる照度を

目標として室全体を均一に照らす，全般照明方式によっ

て設計が行われている．全般照明方式では，完成後のレ

イアウト変更等によらず，室の至る部分で机上作業に必

要な照度を確保でき，空間の明るさ感も十分に満足でき

る一方で，通路部分や，人が不在となっている部分など，

高い照度を必要としない部分においても必要な箇所と同

等に明るく照らしていることから，省エネの観点からは，

削減の余地があると考えられる． 
現状では，省エネのため，高い照度が必要とされない

箇所の蛍光灯ランプをはずしたり，スイッチによって消

灯をするなど，運用段階において対応を図られている場

合もあるが，空間の明るさについて考慮されていない場

合が多く，官庁施設としての機能及び快適性が損なわれ

ている懸念がある． 
また，天井に設置してある照明器具（アンビエント照

明）は必要最低限の明るさとし，各机にタスク照明を設

置することで作業領域の照度を確保する，タスク・アン

ビエント照明方式もあるが，省エネ効果が大きい反面，

タスク照明のオンオフの煩雑さや，タスク照明のまぶし

さ，周囲の空間の明るさ感の不足により暗く陰鬱な印象

を与えてしまうことなどから，これまであまり普及して

いない状況にある３）． 
 

(2)在/不在制御について 
前述のタスク・アンビエント照明方式に代わる照明制

御手法として，近年民間にて先進的に導入が図られてい

る制御手法に，事務室における在/不在制御がある．事



務室における在/不在制御とは，人が在席しているか，

不在（離席）かをセンサを用いて自動で検知し，在席時

は机上面での作業が可能となるための明るさを確保する

とともに，不在時は空間の明るさを確保できる最低限度

まで減光を行うことによって，機能性・快適性を保ちつ

つ，照明設備のエネルギー消費量を必要最小限に抑える

手法である．図１に在/不在制御のイメージ図を示す． 
当該制御手法は一見したところ，トイレや廊下等で主

に利用される人感センサによる制御と混同されがちであ

るが，トイレ等で用いられる人感センサでは，人の細か

い動きが検知できないため、デスクワークをメインとす

る事務室においては、採用は難しい．そこで在/不在制

御では，赤外線又は画像認識により，人の細かな動きま

で検知可能な人感センサ（微動検知人感センサ）を用い

ることにより制御を行う． 
在/不在制御は，一部の民間にて試験的に導入が図ら

れている一方で，在/不在制御を導入した場合の明るさ

感や快適性を踏まえた設計手法については提唱されてい

ない． 
そこで，本論文ではこの在/不在制御に着目し，官庁

施設の事務室において在/不在制御を採用するにあた

り，検討が必要とされる空間の明るさ感の確保や，執務

者が不快と感じる要素及びその対処法について言及する

とともに，官庁施設における在/不在制御の設計手法の

提案並びに省エネ効果に関する検討結果を述べる． 

2.  在/不在制御下における適切な照明環境の確保 

 事務室において在/不在制御を行う場合，不在エリ

アの減光を行うため，制御の設定次第では執務者にとっ

て適切ではない照明環境となってしまう恐れがある． 
具体的には，不在エリアの調光設定が低すぎる場合，

室内の明るさにムラができてしまうことや，空間の明る

さが不足してしまうことが考えられる．以下において，

これらの懸念事項について考察する． 

(1)明暗のムラ及び明るさの急激な変化について 
 在/不在制御を行う場合，執務者の不快感につながる

と考えられる事項として，不在エリアの照明を減光する

ことによる明るさのムラが考えられる．例えば，不在検

知時に消灯をするような調光設定とした場合，在エリア

と不在エリアの明るさの差が激しく，不快感へとつなが

る．既往研究においては，作業エリアの照度に比べ，周

辺エリアの照度をある程度暗い照度（1/3程度）とした

方が，作業者の精神的な疲労が低いことが述べられてい

る４）他，タスクアンビエント照明方式における机上面

照度と周辺照度の許容範囲に関する検討も行われている
５）．また，国際標準化機構(ISO)や国際照明委員会

（CIE）は，適切な作業領域周辺の輝度として，作業面

輝度（作業面から人の目に入る光の量）の 1/3以上とす

ることが望ましいとされている．これらを踏まえ，官庁

施設において在/不在制御を用いる場合，不在時（不在

エリア）の設定照度は，在席時（在エリア）の設定照度

に比べ，1/3以上の照度を確保できるような制御設定と

することが望ましいと考えられる． 
 その他の懸念事項として，不在から在，または在から

不在に切り替わる場合に，調光が急激に行われると周囲

の執務者にとって不快感につながることがあげられる．

この対処法として，在・不在が切り替わる場合に，一定

時間かけて少しずつ調光を行うような調光設定として，

急激な明るさの変化を避ける事が望ましい． 

(2)空間の明るさ感の確保について  
 1.(1)で述べたとおり，適切な照明環境の確保を行う

ためには，作業領域において必要な照度を確保するだけ

でなく，空間の明るさを確保し，適度な明るさの印象が

得られるように配慮する必要がある．作業領域において

必要な明るさは，机上面の平均照度をもとに規定されて

おり６），机上面の平均照度が一定の範囲内となるよう

に，照明器具種別を選定，配置することによって担保さ

れる．しかし，空間の明るさ感はあくまで人の感性に基

づくものであり，定量的に計測することが困難である

上，評価範囲が空間全体に及ぶため，空間の光の量や空

間の見え方を正確に表すことは非常に難しく，十分に解

明されているとは言いがたい７）．また，既往研究にお

いて，空間の明るさ感に関する研究は多く発表されてい

るが，そこで用いられている指標の多くは，高度なシミ

ュレーション等を必要とし，一般的な設計段階で用いる

ことができるような指標となっていない．そこで，官庁

施設の事務室において許容される空間の明るさ感を評価

するとともに，それを満たしながら，設計段階で容易に

計算が行えるような適切な指標の設定を行うため，実際

に在/不在制御を導入した施設において，照明の点灯パ

ターンを変えて，輝度，照度等の測定及び照明環境に関

するアンケート調査及びその考察を行った． 

(a)空間の明るさ感に関する調査概要 
空間の明るさ感と輝度・照度等の指標との関係を検討

し，明るさ感を確保するために必要な条件を整理するた

め，既存庁舎の一室において，照明の点灯パターンを変

えて，8つの点灯パターンを用意し，それぞれについて

輝度，照度等の測定及び明るさ感についてのアンケート

調査を行った．点灯パターンの選定にあたっては，測定

点直下の明るさ，測定点周辺の明るさ，壁面付近の明る図1 在/不在制御のイメージ図 



さについて違いが出るよう，在設定の点灯（机上面照度

750lx），不在設定の点灯（机上面照度300lx），消灯の

３段階を用いて，測定者直上，測定者周辺，壁際の照明

の設定を行った．図２にその測定風景及び調査対象の室

の平面図を，図３に点灯パターンの一覧を示す． 

またアンケート調査では，観測者がそれぞれの点灯パ

ターンの状況で，測定位置に立ち，マークシート様式を

用いて，主に空間の快適性，明るさの程度，執務をする

上での明るさの適切さなどの項目について，それぞれ４

～７段階で評価を行った． 

(b)空間の明るさ感に関する調査結果及びその考察 

 各照明点灯パターンに対する輝度分布図を図４に示す． 

さらに，視野全体，壁面，天井面における算術平均輝度

及び幾何平均輝度を算出したものを表１に示す． 

 なお，表１での180度視野の値は，測定者の向き（図

３における上方向）において，水平，垂直ともに180度

の領域における平均値を表し，誘導視野の値は，識別能

力は低いが，空間座標系に視覚情報が影響を及ぼす領域

（水平100°，垂直85°の領域）８）における平均値を表

す． 

 また，表１では，測定結果で算出された輝度分布図か

ら，光源（1000cd/㎡以上を光源輝度とした）を除外し

た場合と，含んだ場合それぞれの値を算出している． 

 表１をもとに，180 度視野，誘導視野それぞれについ

て，各平均輝度の高い順に並べ直し，グラフ化を行った

ものを図５，図６に示す． 

 図５，図６より，光源を除外した場合はおおよそ線形

に並んでいる一方で，光源を含む場合は，線形性が損な

われており，他の平均輝度との乖離が大きいため，明る

さ感の検討においては光源を除外した値で検討を行うこ

とが望ましいと考えられる．また，光源を除外した場合

は，幾何平均と算術平均による違い，及び，180 度視野

と誘導視野による違いはほとんどみられない． 
図２ 測定風景及び調査対象平面図 

図３ 照明点灯パターン一覧 

図４ 輝度分布図 

表１ 輝度測定結果 

図５ 180度視野における各パターンの平均輝度 



 上記を踏まえ，明るさ感の検討においては，180 度視

野において，光源を除外した場合の算術平均輝度を用い

て詳細な検討を行うこととした． 

 続いて，アンケートの調査結果について図７に示す． 

 図７より，まぶしさの項目を除き，各評価項目はほぼ

同じ傾向を示しており，各項目の相関は極めて高いこと

が分かった． 

 また，まぶしさについては全パターンにおいて，気に

ならないレベルの評価がされており，空間の明るさ感の

検討においては，考慮する必要性は低いと考えられる． 

 以上より，アンケート調査結果のうち，照明環境の快

適性に着目をして，検討を行うこととし、180 度視野に

おいて光源除外した場合の算術平均輝度と照明環境の快

適性の関係性を示したグラフを図８～図10に示す． 

図８～図10はそれぞれ、視野全体の平均輝度、天井面

の平均輝度、壁面の平均輝度を横軸にとり、照明環境の

快適性のアンケート結果を縦軸にとったものである。 

図８～図10より，各面及び視野全体の平均輝度はどれ

も概ね照明環境の快適性との当てはまりは良いことが確

認できる。中でも，図10の壁面の算術平均輝度の当て

はまりが良い事が分かる．また図10に示すとおり，グ

ラフにおいて対数近似曲線をとり，アンケート結果が普

通となる点との交点をみたところ，平均輝度は19.1cd/

㎡となった． 

 そこで，さらに踏み込んだ検討として，各点灯パター

ンにおいて，輝度が20cd/㎡を超えている壁面面積の割

合の算出を行い，横軸に面積割合を，縦軸に各アンケー

ト評価結果をとった場合のグラフを図11に示す． 

図11より，輝度が20cd/㎡を超えている壁面面積の割

合もアンケート結果との相関は良好であることが分か

る．また，アンケート結果が普通となる点と近似直線の

交点をとった場合，約50％の点となり，壁面の輝度が

20cd/㎡を超えている面積割合が50％以上あることで空

図10 照明環境の快適性と壁面の平均輝度との関係 

図９ 照明環境の快適性と天井面の平均輝度との

関係 

図８ 照明環境の快適性と視野全体の平均輝度と

の関係 

図７ アンケート調査結果 

図６ 誘導視野における各パターンの平均輝度 



間の明るさ感を確保できると考えられる． 

なお，照明の配置が均等配置をとられており，輝度分

布のばらつきが少ない場合，輝度が20cd/㎡を超える面

積が50％以上あることと，平均輝度が20cd/㎡となるこ

とは，ほぼ同じ条件となる．よって，照明が均等配置の

場合，机上検討において明るさ感を確保するために用い

る指標としては，どちらを用いても良いと考えられる． 

また，今回検討を行ったのは中規模の事務室であり，

大部屋となった場合，視野内を占める壁面の割合が減少

し，天井面の割合が増加することから，部屋の規模によ

らず明るさ感を確保するためには，天井面に関してもあ

る程度の平均輝度を満足する必要がある．天井面の輝度

は，照明器具の配光特性上，壁面よりも輝度の確保が困

難であり、かつ、人の誘導視野の上方領域が狭いことを

考慮し，15cd/㎡以上確保する事が望ましいと考えられ

る． 

３.  在/不在制御を用いた照明設計手法について 

前述において，明るさ感を確保するための指標として，

壁面，天井面の輝度について検討を行ったが、従来より，

事務室における照明設計ではレイアウト及び用途に合わ

せて，作業面（事務室においては机上面）の平均照度が

設定照度を満たすよう，照明器具の選定や配置を行って

おり，壁面及び天井面の輝度（または照度）に関する算

出は行っていない．そこで，新たに壁面輝度，天井面輝

度を用いて設計を行うにあたり，どういった手法によっ

て壁面輝度，天井面輝度を算出するか検討が必要である． 
 本章では，前章で述べた天井面輝度，壁面輝度を設計

段階にて机上検討を行うための手法が複数あることを示

し，それぞれ比較検討した後，手法の１つである光束法

を用いた算出について紹介する． 

 (1)壁面輝度，天井面輝度の机上検討手法 

 設計段階（机上計算）において，照明器具の種別及び

配置等から壁面輝度，天井面輝度を算出するための手法

は，主に，シミュレーションによる算出，逐点法による

算出，光束法による算出が挙げられる． 

(a)シミュレーションによる算出 

 輝度を算出するための手法の一つとして，専用のソフ

トウェアを用いてシミュレーションを行う手法がある． 

メリットとしては，壁面，天井面の平均輝度だけでな

く，輝度の分布まで再現・算出が可能となるため，任意

の点による輝度や，輝度が一定以上となる面積の割合ま

で求める事が可能となり，精度も高いことが挙げられ

る． 

 一方で，デメリットとしては，専用のソフトウェアが

必要となるため，当該ソフトウェアの入手の必要があ

り、かつ、利用には一定の習熟が必要であることから、

万人に利用可能な手法とは言いがたい． 

 当該手法は，今後BIM等による設計が普及し，輝度に

関するシミュレーションが容易となった場合，主流とな

り得る手法だと考えられる． 

(b)逐点法による算出 

 手計算により輝度を算出することができる手法とし

て，逐点法による算出がある．これは器具1台毎に対象

点に対する輝度を算出し，全ての器具の寄与分を足し合

わせることによって，算出を行う手法である。 

メリットとしては，対象の点の輝度を算出可能である

ため，輝度の分布等を確認することができる事が挙げら

れる．逐点法による算出イメージを図12に示す． 

 一方で，デメリットとして，全ての器具に対して，対

象の点に対する輝度をそれぞれ算出する必要があり，か

つ，算出においては逐次照明器具の配光特性を確認して

入力しなければならないため，事務室等の照明器具台数

が多い室においては，計算が非常に煩雑である事が挙げ

られる．また，輝度の算出を行いたい点が増えれば増え

る分だけ，計算の手間も同様に増えるため，精度と計算

の手間がトレードオフの関係となる． 

 以上より，逐点法による算出は，ある点における輝度

を確かめたい場合には有用であるが，平均輝度の算出

や，多数の点における輝度を算出したい場合は計算の手

間が膨大となり，不向きであるといえる． 

図 12  逐点法による算出イメージ 
図11 輝度が20cd/㎡を超えている壁面面積

の割合と照明環境の快適性の関係 



 (c)光束法による算出 

 同様に手計算により輝度の算出が可能な手法として，

光束法による算出がある．本手法は，固有照明率（照明

器具から出た光束が対象面に入射する割合）を利用し

て，全ての照明器具の影響を平均化し，対象面の輝度を

算出する手法である．光束法による算出イメージを図

13に示す．従来より行われている照明設計において

も，机上面の固有照明率を用いることで，光束法によっ

て机上面の平均照度を算出し，それが一定の値を超えて

いることを確認する手法で設計が行われており，机上面

照度を算出する上で最もよく利用されている手法である
９）．壁面および天井面の固有照明率を算出することに

より，机上面と同様に，壁面，天井面の照度及び輝度が

算出可能となる．一方で，光束法では前述の逐点法と異

なり，対象点における輝度の算出は不可能であり，対象

面における平均輝度の算出しかできないことに留意が必

要である． 
 本手法のメリットとしては，全ての照明器具の光束を

平均化して算出を行うため，逐点法のように器具の台数

が増えることにより計算の手間が増えることがなく，簡

単に計算が行えるということが挙げられる． 
 デメリットとしては，照明器具の光束を平均化する過

程で照明器具の位置関係等は無視されているため，照明

器具が均等に配置されていない場合，実状と計算結果に

乖離が生まれてしまうことや，面の平均輝度の算出しか

できないため，輝度の分布については確認することがで

きない，といった点が挙げられる． 
 前述で検討を行った空間の明るさ感の指標では，照明

器具が均等配置されることを前提とした場合，壁面及び

天井面の平均輝度が一定の値を上回っているか確認でき

ればよいため，輝度を算出する手法としては，光束法が

最も適していると考えられる． 

 (2)光束法による壁面及び天井面の平均輝度の算出 

 本項では，前項において，最も適しているとした光束

法を用いて壁面及び天井面の平均輝度を算出する課程に

ついて述べる． 

まず，対象面（天井面又は壁面）における平均輝度 L

と平均照度Eの関係は次式(1a)による． 

= ∙ (1 ) 
：対象面における反射率 

 

さらに，対象面における平均照度 E と固有照明率 U の

関係は次式(1b)による． 

= ・M・N・U (1b) 
 

：対象面の面積 

：器具光束 M：保守率 N：器具数 

 

従来の机上面の平均照度の計算においては，机上面の

固有照明率を表形式にして整理し，式(1b)に代入を行う

事で，机上面の平均照度を算出し，設計を行っている． 

一方で，天井面及び壁面の平均輝度の算出においては，

それぞれの固有照明率から算出する必要があるため，次

式 (1c)により，天井面，壁面の固有照明率を算出する

必要がある 10） ． 

ここで，天井面，壁面，床面の固有照明率をそれぞれ，

u1，u2，u3とした． 

uuu =
⎝
⎜⎛

1 − 2 (1 − ) −
1− 1 − 1 −
− − 2 (1 − ) 1 ⎠

⎟⎞
u1u (1c) 

：室指数 

：天井面の床面に対する形態係数 u ：天井面の直射照明率 u ：床面の直射照明率 

 

式(1c)における天井面の直射照明率は，器具の上方光

束比と同等であり，床面の直射照明率と同様に，メーカ

ーから器具毎に公開されているため，式(1c)を用いて，

天井面及び壁面の固有照明率は四則演算にて計算を行う

ことが可能である． 

 

(3)在/不在制御を用いた照明設計手法のまとめ 

 本項では，前項までで述べた官庁施設における在/不

在制御を用いた照明設計手法の総括を行う． 

 まず，在/不在制御の有無にかかわらず，作業領域に

おける必要照度を確保するため，机上事務作業で必要と図13 光束法による算出イメージ 



される照度を目標として，従来の全般照明方式と同様の

手法で照明器具種別の選定及び配置を行う． 

 次に，在/不在制御を行う場合，不在エリアの調光を

行う事で，空間の明るさ感が不足する可能性があるため，

全ての照明器具が不在時調光率で点灯している場合（明

るさが最低の場合）において，壁面及び天井面の平均輝

度を光束法を用いて算出し，それぞれ 20cd/㎡，15cd/㎡

を満たすよう，不在時調光率の設定を行う． 

 また，在/不在制御の制御範囲については，対象室の

執務形態やレイアウト等を加味して設定を行うとともに，

急激な明るさの変化が行われないよう，点灯保持時間を

設けるとともに，少しずつ調光を行う機能（調光フェー

ド機能）や通り抜け制御機能等の採用を検討する． 

 以上により，官庁施設において必要な明るさが損な

われず，執務者の不快とならないような，照明の在/不

在制御の設計が行われると考える． 

４.  在/不在制御による省エネルギー効果の推定 

 本章では，事務室において在/不在制御を用いて照明

制御を行った場合の省エネ効果の推定手法及び在/不在

制御を実際に導入した施設における省エネ効果の実測結

果について述べる． 

(1)在/不在制御による省エネ効果の推定について 

 在/不在制御を導入した場合の省エネ効果を推定する

手法はいくつか考えられるが，ここでは制御範囲の人員

密度等に基づき不在となる時間の割合を算出する手法 11）

について紹介する． 

 同手法は，執務者の離席時間を何らかのモデル（確率

密度関数等）により与えてやり，センサの制御範囲毎の

平均在席人数及び点灯保持時間から，1 日のうち，セン

サが不在と検知する時間の割合を算出し，そこに不在時

調光率をかけてやることによって，省エネ効果を導く手

法である．センサの制御範囲を大きくとればとるほど，

センサの台数は減少する分，制御範囲毎の平均在籍人数

が多くなるため，省エネ効果は減少する．また，点灯保

持時間を短くすればするほど，短い打合せやトイレ等の

離席も検知し，調光を行うため省エネ効果が高くなるが，

短くしすぎると，頻繁に調光が行われるため，執務者に

とって不快となる要因となってしまうため，留意が必要

である．これらの関係性イメージを図14に示す． 

 (2)在/不在制御による省エネ効果の検証 

 在/不在制御を試験的に導入した施設において，電力
消費量を計測し，在/不在制御がない場合の電力消費量
（全照明器具が750LXを目標として点灯時の電力消費
量）を机上算出した値と比較を行う事で，在/不在制御
による省エネ効果の検証を行った． 

(a)検証対象 

 電力消費量の計測を行った施設や制御設定等について

は，次の通り． 

・計測対象施設：東京都内の税務署 
・計測対象室 ：在/不在制御を導入した事務室 
・在席人数  ：32人 
・計測対象面積：約200㎡ 
・調光設定  ：在時750LX，不在時300LX 

図14 センサ制御範囲及び点灯保持時間の省エネ効果との関係性イメージ 

制御範囲内に一人でも人がいれば、
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在設定で点灯 在設定で点灯
不在設定で点灯 在設定で点灯
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・点灯保持時間：30秒 
・制御設定  ：検知範囲1.8m×1.8mかつ，検知範囲

で在席が検知された場合，周囲8灯を
含む5.4m×5.4mの範囲が在時設定で
点灯 

・計測期間  ：1週間（午前8:30～午後20:00） 
・計測項目  ：電力消費量，在席率，器具の調光率 
 なお昼休み時間中は，スイッチによる消灯などを行っ
ているため，計測期間から除外を行っている． 
 さらに，当該施設では明るさセンサも設けられてお
り，昼光利用も図られているが，測定期間中はブライン
ドを常にしめることで，昼光利用による影響はないもの
と仮定した． 

(b)検証結果及び考察 

 計測された結果は以下の通りとなった． 
・1日あたりの電力消費量：7.57kWh 
・在席率 ：47％ 
・調光率 ：約55％（在時），約22％（不在時） 
また，在/不在制御を行わなかった場合の電力消費量

について次の通り，算出を行った． 
 在/不在制御を行わなかった場合，全ての照明器具が
750LX設定で点灯すると考える．この場合，在/不在制
御を行った場合の在時の調光率によって常に全ての照明
器具が点灯していると考えられる．計測において，在時
の調光率を測定した結果，55％で点灯していたため，こ
れを照明器具の消費電力の合計にかけることによって，
在/不在制御を行わなかった場合の消費電力が算出で
き，照明器具の消費電力の合計は1.46kWであった．よ
って，1.46kW×0.55=0.803kWが在/不在制御を行わなか
った場合の消費電力となる．これに，1日の測定時間で
ある10.5hをかけることで，1日あたりの電力消費量が
算出でき，0.803kw×10.5h=8.43kWhが得られる． 
 以上より，当該施設における在/不在制御による省エ
ネ効果は，1-（7.57kWh/8.43kWh）=10.2％の効果がある
ことが確認できた． 
今回計測対象とした施設では，検知範囲で在であると

検知した際に，周囲の範囲を含めて広い範囲の照明器具
が在設定で点灯するような制御設定（1つの検知範囲に
対して，9台の照明器具を調光制御）となっているが，
検知範囲あたりの調光を行う照明器具の台数を減らすこ
とによって，より大きな省エネ効果を得られることが期
待できる．

５．おわりに 
 本論文では，明るさと省エネを両立した照明環境を確
保すべく，官庁施設において在/不在制御を導入するに
あたり，不在エリアを減光することで生じる不快感及び
空間の明るさ感について考察し，それらを考慮した官庁
施設における在/不在制御の設計手法の提案及び，実際
に在/不在制御を導入した施設での省エネ効果の検証結
果について述べた． 
 今後，在/不在制御に関して得られた知見を官庁営繕
部の所掌する技術基準類等に反映させ，より良い官庁施
設の整備及び省エネルギーの推進に努めていきたいと考
えている． 
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